
- 1 -

資料１

令和４年度「第２期向日市子ども・子育て支援事業計画」に

おける主要事業について

１ 保育所ＡＩ入所選考システム導入事業

現在、複数の職員が多くの時間をかけて手作業で行っている保育所の入所選考事

務について、保育所ＡＩ入所選考システムを導入することで、ＡＩと人の共同作業

により、正確性と公平性を確保しつつ、複雑な希望に応じた調整を円滑にし、市民

サービスの向上と業務の効率化を図ります。

（事業概要）

・申請者の希望をかなえる兄弟や転園等の複雑な選考について、効率的に希望に

沿った結果を導きだすことが可能となります。

・選考時間の短縮化に努め、早期に結果の通知を行います。

２ 子ども家庭総合支援拠点整備事業

子どもの健やかな成長をサポートする場所として、子ども家庭支援員を中心に、

０歳から１８歳までの全ての子どもとその家庭、また妊産婦を対象に様々な相談に

対応し、関係機関と連携を図りながら、実情に応じた適切な支援に繋げる拠点を整

備します。

（事業概要）

○対象者

・向日市にお住まいのすべての子どもとその家庭（里親及び養子縁組を含む。）

及び妊産婦等

○支援内容

・コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担い、妊娠期（胎児期）

から一般子育てに関する相談、養育困難な状況や子ども虐待等に関する相談、

子どもの自立に至るまでの全般の相談に応じます。
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３ 養育費受け取り支援事業

ひとり親家庭の方が、公正証書等の作成費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料

を補助し、養育費が確実に受け取れるように支援します。

（事業概要）

○公正証書等作成支援

養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、

養育費に関する公正証書等作成に必要な経費を補助します。

・対象者

児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方

・補助金額

公正証書等作成に係る諸経費（上限３万円）

○保証契約支援

民間の保証会社と１年以上の養育費保証契約を締結した人を対象に、その初回

の保証料を補助します。

・対象者

児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方

・補助金額

初回分の養育費保証料（上限５万円）
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４ タブレット端末学習システム整備事業

文部科学省の「GIGAスクール構想」を踏まえ、「誰一人取り残すことのない公正

に個別最適化され、創造性を育む学びの実現」に向けて、１人１台タブレット端末

に授業支援ソフトとデジタルドリルを導入します。

（事業概要）

○授業支援ソフト

タブレット端末を活用し、授業を効率的に行い、教育の質を高めるためのソフ

トウェア

・活用方法

教材や課題を一斉に配布回収する機能により、プリントの配布回収にかかっ

ていた時間を短縮し、児童生徒が考えたり意見したりする学習活動などを充

実させます。

また、児童生徒の作業の状況を教員が手元で確認したり、一時的に操作をロ

ックし、教員の説明に注目させるなど、授業の進行をサポートします。

○デジタルドリル

児童生徒が学習の難易度を選べたり、自分で解いた結果の答え合わせができた

り、解説を動画で視聴できるなど、ＩＣＴの特徴を生かし、一人ひとりに応じた

学習をサポートするソフトウェア

・活用方法

学年の切り替え機能により、前の学年で習った内容の復習や得意教科の先取

り学習ができます。

また、自動採点により、正答と自分の答えをすぐに確認できることに加え、

苦手な問題をピックアップすることができ、効率的に学習ができます。
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５ 学校施設環境整備事業（令和３年度３月補正）

児童生徒が安心・安全な教育環境のもとで学校生活が送れるよう、外壁改修工事、

車椅子使用者用トイレおよびスロープ等による段差解消のためのバリアフリー化整

備工事を実施します。

また、第４向陽小学校児童の増加により配膳スペース等を確保するため、給食室

増築工事を実施します。

（事業概要）

○外壁工事

・実施対象校

第４向陽小学校（中校舎）、第６向陽小学校（南校舎）

西ノ岡中学校（北校舎）、寺戸中学校（南校舎）

・事業内容

外壁ひび割れ部改修、外壁欠損部改修、外壁浮き部改修

外装塗装剤吹付け

○バリアフリー化整備工事

・実施対象校

第５向陽小学校（車椅子使用者用トイレ）

第６向陽小学校（車椅子使用者用トイレ・スロープ）

・事業内容

多機能トイレ、照明器具、手洗器具などの整備

玄関等の既設段差解消

○給食室整備工事

・実施対象校

第４向陽小学校

・事業内容

給食室の増築工事
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６ 【新規】小規模保育事業所の開設

子ども・子育て支援制度による、市の「認可」「確認」を受けた小規模保育

事業所(０～２歳児対象)として、令和４年４月１日から新たに１施設が運営さ

れる予定です 。

(事業概要)

・名 称 あひるが丘ぴよぴよ保育園

・場 所 向日市寺戸町七ノ坪１０３番地

・運営主体 社会福祉法人 洛西永正福祉会

・定 員 １２名

・開園時期 令和４年４月１日(予定）

・対 象 者 生後５７日目から２歳児


